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 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡大を防止するため、本学関係

者によるイベント開催についての方針を定め周知しているところですが、現状

を踏まえ内容を更新しましたので遵守してください。 

 

 

記 

 

１. サークル、ゼミ等による集会、公開講座、講演会などの開催は、学内・学外

をふくめ 4 月末まで原則禁止とします。 

 

２. 重要性が高く延期することができないものについては、感染防止に万全を期



すことを条件に実施を許可します。「施設利用願」備考欄に開催事由を記載し、

許可申請を行ってください。 

 

3. 上記 2 に該当するイベントで実施を許可されたものについても、情勢の変化

により中止を勧告することがありますので指示にしたがってください。 

 

以上 

 


